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景観条例に基づく事前協議や景観法に基づく届出について  

 

  

１  景 観 計 画 区 域  

調布 市全 域 を景 観計 画区 域 とし ，さら に ，区域 内を 地域 特性 に 応じ て

以下 の地 域 ・地 区に 区分 し てい ます 。  

区 分  指 定 地 区 (平 成 2６ 年 ２ 月 現 在 )  

景 観 形 成 重 点 地 区  ○ 深 大 寺 通 り 周 辺 景 観 形 成 重 点 地 区  

○ 国 分 寺 崖 線 景 観 形 成 重 点 地 区  

一 般 地 域  ―  

 景 観 形 成 推 進 地 区  ○ 「 水 」 の 景 観 形 成 推 進 地 区  

○ 「 道 」 の 景 観 形 成 推 進 地 区  

○ 「 駅 」 の 景 観 形 成 推 進 地 区  

○ 「 農 」 の 景 観 形 成 推 進 地 区  

 

景 観 形 成 重 点 地 区  

 

 

 

 

景 観 形 成 推 進 地 区  

 

 

 

 

 

 

 

範囲 図は 届 出の 手引 きｐ ３ 以降 に掲 載し て いま すが ，詳 細 につ い ては

都市 計画 課 の窓 口で ご確 認 下さ い 。  
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２  届 出 対 象 行 為 と 届 出 対 象 規 模  

(1 )  届 出対 象行 為  

届 出 対 象 行 為  根 拠  

建 築 物 の 新 築 等  ○ 建 築 物 の 新 築 ， 増 築 ， 改 築 若 し く

は 移 転 ， 外 観 を 変 更 す る こ と と な

る 修 繕 若 し く は 模 様 替 え 又 は 色 彩

の 変 更  

景 観 法 第 16 条  

第 1 項 第 1 号  

工 作 物 ※1の 新 設 等  ○ 工 作 物 の 新 設 ， 増 築 ， 改 築 若 し く

は 移 転 ， 外 観 を 変 更 す る こ と と な

る 修 繕 若 し く は 模 様 替 え 又 は 色 彩

の 変 更  

景 観 法 第 16 条  

第 1 項 第 2 号  

開 発 行 為  ○ 都 市 計 画 法 第 4 条 第 1 2 項  に 規 定

す る 開 発 行 為  

景 観 法 第 16 条  

第 1 項 第 3 号  

土 石 の 堆 積 等  ○ 土 地 の 開 墾 ， 土 石 の 採 取 ， 鉱 物 の

掘 採 そ の 他 の 土 地 の 形 質 の 変 更  

○ 屋 外 に お け る 土 石 ， 廃 棄 物 ， 再 生

資 源 そ の 他 の 物 件 の 堆 積  

景 観 法 第 16 条  

第 1 項 第 4 号  

※ 1： 調 布 市 景 観 計 画 で の 工 作 物 と は ， 建 築 基 準 法 施 行 令 第 1 3 8 条 等 に 規 定 さ れ

る も の な ど 調 布 市 景 観 条 例 施 行 規 則 に 定 め る も の で ，届 出 の 手 引 き ｐ 3 2 以 降

に 掲 載 し て い ま す  

 

(2 )  届 出対 象規 模  

地域 ・地 区 によ り， 届出 対 象規 模を 定め て いま す。  

 
建築物の 
新築等 

工作物の新設等 開発行為 
土石の 
堆積等 

景
観
形
成
重
点
地
区 

深大寺通り 
周辺地区 

全ての行為 全ての行為 
開発区域
の面積 
≧500 ㎡ 

造成面積 
≧500 ㎡ 

国分寺崖線 
地区 

高さ≧10ｍ
又は 
延べ面積≧
500 ㎡ 

下記以外の 
工作物 

高さ≧10ｍ又は 
築造面積≧1,000 ㎡ 開発区域

の面積 
≧500 ㎡ 

造成面積 
≧500 ㎡ 擁壁 全てのもの 

墓園等 区域面積≧500 ㎡ 

一般地域 高さ≧20ｍ
又は 
延べ面積≧
3,000 ㎡ 

下記以外の 
工作物 

高さ≧20ｍ又は 
築造面積≧3,000 ㎡ 開発区域

の面積 
≧3,000
㎡ 

－ 
景観形成推進 
地区 

擁壁 全てのもの 

墓園等 － 

 具体 的に ，ど の よう な場 合 に届 出が 必要 と なる かに つい て は届 出の 手引

きｐ 38 以降 「届 出の 要否 の 解説 」 に 掲載 し てい ます 。  
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３  開 発 事 業 に 係 る 事 前 協 議  

届出 対象 行 為の うち，次 の 規 模 の建 築 物 の 新 築 ，増 築 ，改 築 若 し く は 移

転 及び 都市 計 画 法第 4 条第 12 項に 規定 す る 開 発 行 為 を行 う 場 合， 届出

の 30 日 前 まで に事 前協 議 を実 施し てい た だき ます 。  

ただ し「 街 づく り条 例 ※ 1」 に規 定す る開 発 事業 事前 協議 書 の提 出が 必

要な 場合 は ，届 出 の 30 日 前 と開 発 事 業 事 前 協 議 書 の 提 出 日の いず れか

早い 日ま で に 事 前協 議を 実 施し てい ただ く こと にな りま す 。  

①開 発区 域 の面 積  500 ㎡ 以上   

②次 のい ず れか に該 当す る 建築 物  

 ア .  高 さ  10ｍを 超え る 建築 物（ 一戸 建 ての 住宅 を除 く ）  

 イ .  階 数  地 上 4 階 建て 以 上 の建 築物  

 ウ .  延 べ 面積  1 ,500 ㎡ 以上 の建 築物  

※ １ ： 調 布 市 ほ っ と す る ふ る さ と を は ぐ く む 街 づ く り 条 例  

 

また ，開発 事 業の うち ，以下 に 示す もの は ，大 規 模開 発事 業と し て，「 街

づく り条 例 」に 規 定す る土 地 利用 構想 の届 出 と同 時期 に事 前 協議 を実 施し

てい ただ き ます 。  

①延 べ面 積  10 ,000 ㎡ 以上 の建 築物  

②事 業施 行 面積 ※ 2  5 ,000  ㎡ 以上  

③住 戸数 100 戸 以上 の集 合 住宅  

※ 2： 街 づ く り 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 の 規 則 で 定 め る 開 発 事 業 の 施 行 面 積  

 

 

４  事 前 協 議 及 び 景 観 法 に 基 づ く 届 出 の 内 容  

(1 )  内 容  

行為 地周 辺 の街 並み 等を 確 認し ，景観 に対 す る配 慮の 検討 を 行っ た上 で ，

調布 市景 観 計画 に 示 され て いる 景観 形成 基 準 へ の適 合状 況 など を事 前協

議書 や届 出 書で 説明 して 下 さい 。  

景観 形成 基 準の 詳細 は「 調布 市 景観 計画 」や「 景 観形 成基 準 の解 説」に

掲載 して い ます 。  
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(2 )  必 要書 類  

事前 協 議 及 び景 観法 に基 づ く届 出 は 次の 書 類を 提出 して く ださ い。  

届出 書 ，通知 書 ，変更 届出 書 ，完 了等 報告 書 ，事 前協 議書 ，措 置 状況 説

明書 は，都 市計 画 課 の 窓口 で 配布 して いる ほ か，ホ ーム ペー ジ から ダウ ン

ロー ドで き ます 。また 書き 方 を届 出の 手引 き ｐ 86 以降 に掲 載 して いま す 。 

詳細 は，都 市計 画課 の窓 口 でご 確認 頂く か ，届 出の 手引 き ｐ 57 以降 に

掲載 して い ます 。  

正本 １ 部 ，副本 １ 部 を Ａ４ 判 のフ ァイ ルに 綴 じ ，フ ァイ ルの 表 紙及 び背

表紙 には ，計 画 名称 ，届 出者 ，行 為地 を記 載 して 提出 して 下 さい 。必要 に

応じ て副 本 の部 数は 増加 す るこ とが あり ま す。  

事前 協議  景観 法に 基 づく 届出  

 

ア .第 ４ 号 様 式  

イ .措 置 状 況 説 明 書  

ウ .付 近 見 取 図  

エ .現 況 図  

オ .現 況 写 真  

カ .計 画 概 要 書  

キ .配 置 図  

ク .平 面 図  

ケ .断 面 図  

コ .立 面 図  

シ .緑 化 計 画 図  

セ .使 用 す る 素 材  

ソ .設 計 工 程 表  

タ .委 任 状 （ 必 要 な 場 合 ）  

※ ア ～ キ ，ソ は 最 低 限 必 要 な 書 類 と な り

ま す 。 キ .配 置 図 が 提 出 で き な い 場 合 は ，

土 地 利 用 構 想 の 概 要 が 分 か る 資 料 を 添

付 し て 下 さ い 。  

 

 

ア .第 1 号 様 式 又 は 第 ３ 号 様 式  

イ .措 置 状 況 説 明 書  

ウ .付 近 見 取 図  

エ .現 況 図  

オ .現 況 写 真  

カ .計 画 概 要 書  

キ .配 置 図  

ク .平 面 図  

ケ .断 面 図  

コ .立 面 図  

サ .外 構 立 面 図  

シ .緑 化 計 画 図  

ス .景 観 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン  

セ .使 用 す る 素 材  

ソ .設 計 工 程 表  

タ .委 任 状 （ 必 要 な 場 合 ）  

※ 届 出 の 際 は 上 記 全 て の 資 料 を 添 付 し

て 下 さ い 。  

各図 書等 に 明示 すべ き事 項 等は ，届出 の手 引 きｐ ５７ ，５８ に掲 載 して

いま す 。
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５  事 前 協 議 及 び 景 観 法 に 基 づ く 届 出 時 期  

 

 具体 的 な 時 期 は， 届出 の 手引 きｐ ５０ 以 降「 届出 等の 流 れ と 時 期 」 に ，

どの よう な 手順 で事 前協 議 や届 出を 行う か につ いて はｐ ５ ４ 以 降「 届出 等

の手 順と 必 要書 類」 に掲 載 して いま す 。  


